
都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
東
京
都
規
則
第
三
十
四
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
）

改

正

案

現

行

第
一
条
か
ら
第
五
十
五
条
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

第
一
条
か
ら
第
五
十
五
条
ま
で

（
略
）

（
汚
染
土
壌
処
理
基
準
）

（
汚
染
土
壌
処
理
基
準
）

第
五
十
六
条

条
例
第
百
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め

第
五
十
六
条

条
例
第
百
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め

る
基
準
は
、
別
表
第
十
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
有
害
物
質
の
種
類
の

る
基
準
は
、
別
表
第
十
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
項
目
の
区
分
に
応
じ
、

区
分
に
応
じ
、
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
基
準
値
と
す
る
。

当
該
下
欄
に
掲
げ
る
基
準
値
と
す
る
。

第
五
十
七
条
か
ら
第
六
十
条
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

第
五
十
七
条
か
ら
第
六
十
条
ま
で

（
略
）

（
指
定
建
設
作
業
に
係
る
勧
告
基
準
）

（
指
定
建
設
作
業
に
係
る
勧
告
基
準
）

第
六
十
一
条

（
現
行
の
と
お
り
）

第
六
十
一
条

（
略
）

２

前
項
の
基
準
は
、
騒
音
規
制
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
九
十

２

前
項
の
基
準
は
、
平
成
十
一
年
東
京
都
告
示
第
二
百
六
十
号
に

八
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
地
域
以
外
の

よ
り
指
定
さ
れ
た
区
域
以
外
の
区
域
に
お
い
て
行
わ
れ
る
指
定
建

地
域
に
お
い
て
行
わ
れ
る
指
定
建
設
作
業
に
伴
っ
て
発
生
す
る
騒

設
作
業
に
伴
っ
て
発
生
す
る
騒
音
、
平
成
十
一
年
東
京
都
告
示
第

音
、
振
動
規
制
法
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
三
条

二
百
六
十
一
号
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
区
域
以
外
の
区
域
に
お
い
て

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
地
域
以
外
の
地
域
に
お
い
て

行
わ
れ
る
指
定
建
設
作
業
に
伴
っ
て
発
生
す
る
振
動
並
び
に
作
業

行
わ
れ
る
指
定
建
設
作
業
に
伴
っ
て
発
生
す
る
振
動
並
び
に
作
業

を
開
始
し
た
日
に
終
わ
る
指
定
建
設
作
業
に
伴
っ
て
発
生
す
る
騒

を
開
始
し
た
日
に
終
わ
る
指
定
建
設
作
業
に
伴
っ
て
発
生
す
る
騒

音
及
び
振
動
に
は
適
用
し
な
い
。

音
及
び
振
動
に
は
適
用
し
な
い
。

３

（
現
行
の
と
お
り
）

３

（
略
）



第
六
十
二
条
か
ら
第
八
十
三
条
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

第
六
十
二
条
か
ら
第
八
十
三
条
ま
で

（
略
）

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
十
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
十
ま
で

（
略
）

別
表
第
十
一

適
正
管
理
化
学
物
質
（
第
五
十
一
条
関
係
）

別
表
第
十
一

適
正
管
理
化
学
物
質
（
第
五
十
一
条
関
係
）

一
か
ら
五
十
七
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

一
か
ら
五
十
七
ま
で

（
略
）

五
十
八

ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物

別
表
第
十
二

汚
染
土
壌
処
理
基
準
（
第
五
十
六
条
関
係
）

別
表
第
十
二

汚
染
土
壌
処
理
基
準
（
第
五
十
六
条
関
係
）

基
準
値

項

目

基
準
値

（
単
位

検
液
一
リ
ッ
ト

ル
に
つ
き
ミ
リ
グ
ラ
ム
）

有
害
物
質
の
種
類

溶
出
量
（
単
位

検

含
有
量
（
単
位

土

液
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ

壌
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に

一

カ
ド
ミ
ウ
ム

〇
・
〇
一

き
ミ
リ
グ
ラ
ム
）

つ
き
ミ
リ
グ
ラ
ム
）

二

全
シ
ア
ン

検
液
中
に
検
出
さ
れ
な
い
こ
と
。

一

カ
ド
ミ
ウ
ム
及

カ
ド
ミ
ウ
ム
と
し
て

カ
ド
ミ
ウ
ム
と
し
て

び
そ
の
化
合
物

〇
・
〇
一

一
五
〇

三

有
機
燐

検
液
中
に
検
出
さ
れ
な
い
こ
と
。

り
ん

二

シ
ア
ン
化
合
物

検
液
中
に
シ
ア
ン
が

遊
離
シ
ア
ン
と
し
て

四

鉛

〇
・
〇
一

検
出
さ
れ
な
い
こ
と

五
〇

。

五

六
価
ク
ロ
ム

〇
・
〇
五

三

有
機
燐
化
合
物

検
液
中
に
検
出
さ
れ

六

砒
素

〇
・
〇
一

り
ん

ひ



な
い
こ
と
。

七

総
水
銀

〇
・
〇
〇
〇
五

四

鉛
及
び
そ
の
化

鉛
と
し
て

〇
・
〇

鉛
と
し
て

一
五
〇

合
物

一

八

ア
ル
キ
ル
水
銀

検
液
中
に
検
出
さ
れ
な
い
こ
と
。

五

六
価
ク
ロ
ム
化

六
価
ク
ロ
ム
と
し
て

六
価
ク
ロ
ム
と
し
て

九

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル

検
液
中
に
検
出
さ
れ
な
い
こ
と
。

合
物

〇
・
〇
五

二
五
〇

十

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

〇
・
〇
三

六

砒
素
及
び
そ
の

砒
素
と
し
て

〇
・

砒
素
と
し
て

一
五

十
一

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ

〇
・
〇
一

ひ

ひ

ひ

化
合
物

〇
一

〇

ン

七

水
銀
及
び
ア
ル

水
銀
と
し
て

〇
・

水
銀
と
し
て

一
五

十
二

ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

〇
・
〇
二

キ
ル
水
銀
そ
の
他

〇
〇
〇
五

の
水
銀
化
合
物

十
三

四
塩
化
炭
素

〇
・
〇
〇
二

八

ア
ル
キ
ル
水
銀

検
液
中
に
ア
ル
キ
ル

十
四

一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ

〇
・
〇
〇
四

化
合
物

水
銀
が
検
出
さ
れ
な

タ
ン

い
こ
と
。

十
五

一
・
一
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ

〇
・
〇
二

九

ポ
リ
塩
化
ビ
フ

検
液
中
に
検
出
さ
れ

チ
レ
ン

ェ
ニ
ル

な
い
こ
と
。

十
六

シ
ス
―
一
・
二
―
ジ
ク

〇
・
〇
四

十

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ

〇
・
〇
三

ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

チ
レ
ン



十
七

一
・
一
・
一
―
ト
リ
ク

一

十
一

テ
ト
ラ
ク
ロ

〇
・
〇
一

ロ
ロ
エ
タ
ン

ロ
エ
チ
レ
ン

十
八

一
・
一
・
二
―
ト
リ
ク

〇
・
〇
〇
六

十
二

ジ
ク
ロ
ロ
メ

〇
・
〇
二

ロ
ロ
エ
タ
ン

タ
ン

十
九

一
・
三
―
ジ
ク
ロ
ロ
プ

〇
・
〇
〇
二

十
三

四
塩
化
炭
素

〇
・
〇
〇
二

ロ
ペ
ン

二
十

チ
ウ
ラ
ム

〇
・
〇
〇
六

十
四

一
・
二
―
ジ

〇
・
〇
〇
四

ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

二
十
一

シ
マ
ジ
ン

〇
・
〇
〇
三

十
五

一
・
一
―
ジ

〇
・
〇
二

二
十
二

チ
オ
ベ
ン
カ
ル
ブ

〇
・
〇
二

ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

二
十
三

ベ
ン
ゼ
ン

〇
・
〇
一

十
六

シ
ス
―
一
・

〇
・
〇
四

二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ

二
十
四

セ
レ
ン

〇
・
〇
一

チ
レ
ン

備
考

十
七

一
・
一
・
一

一

一

基
準
値
は
、
土
壌
の
汚
染
に
係
る
環
境
基
準
に
つ
い
て
（

―
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ

平
成
三
年
環
境
庁
告
示
第
四
十
六
号
）
に
定
め
る
方
法
に
よ

タ
ン

り
測
定
し
た
場
合
に
お
け
る
測
定
値
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

二

カ
ド
ミ
ウ
ム
、
鉛
、
六
価
ク
ロ
ム
、
砒
素
、
総
水
銀
及
び

ひ

十
八

一
・
一
・
二

〇
・
〇
〇
六

セ
レ
ン
に
つ
い
て
は
、
汚
染
土
壌
が
地
下
水
面
か
ら
離
れ
て



―
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ

お
り
、
か
つ
、
原
状
に
お
い
て
当
該
地
下
水
中
の
こ
れ
ら
の

タ
ン

物
質
の
濃
度
が
そ
れ
ぞ
れ
地
下
水
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・

〇
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
、
〇
・
〇
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
、
〇
・
〇
五
ミ

十
九

一
・
三
―
ジ

〇
・
〇
〇
二

リ
グ
ラ
ム
、
〇
・
〇
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
、
〇
・
〇
〇
〇
五
ミ
リ

ク
ロ
ロ
プ
ロ
ペ
ン

グ
ラ
ム
及
び
〇
・
〇
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
を
超
え
て
い
な
い
場
合

に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
検
液
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
三
ミ
リ

二
十

チ
ウ
ラ
ム

〇
・
〇
〇
六

グ
ラ
ム
、
〇
・
〇
三
ミ
リ
グ
ラ
ム
、
〇
・
一
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
、

〇
・
〇
三
ミ
リ
グ
ラ
ム
、
〇
・
〇
〇
一
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
及
び

二
十
一

シ
マ
ジ
ン

〇
・
〇
〇
三

〇
・
〇
三
ミ
リ
グ
ラ
ム
と
す
る
。

三

「
検
液
中
に
検
出
さ
れ
な
い
こ
と
」
と
は
、
一
に
掲
げ
る

二
十
二

チ
オ
ベ
ン

〇
・
〇
二

方
法
に
よ
り
測
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
結
果
が
当
該

カ
ル
ブ

方
法
の
定
量
限
界
を
下
回
る
こ
と
を
い
う
。

四

有
機
燐
と
は
、
パ
ラ
チ
オ
ン
、
メ
チ
ル
パ
ラ
チ
オ
ン
、
メ

り
ん

二
十
三

ベ
ン
ゼ
ン

〇
・
〇
一

チ
ル
ジ
メ
ト
ン
及
び
Ｅ
Ｐ
Ｎ
を
い
う
。

二
十
四

セ
レ
ン
及

セ
レ
ン
と
し
て

〇

セ
レ
ン
と
し
て

一

び
そ
の
化
合
物

・
〇
一

五
〇

二
十
五

ほ
う
素
及

ほ
う
素
と
し
て

一

ほ
う
素
と
し
て

四

び
そ
の
化
合
物

、
〇
〇
〇

二
十
六

ふ
っ
素
及

ふ
っ
素
と
し
て

〇

ふ
っ
素
と
し
て

四

び
そ
の
化
合
物

・
八

、
〇
〇
〇



備
考一

溶
出
量
と
は
土
壌
に
水
を
加
え
た
場
合
に
溶
出
す
る
有
害

物
質
の
量
を
い
い
、
含
有
量
と
は
土
壌
に
含
ま
れ
る
有
害
物

質
の
量
を
い
う
。

二

基
準
値
は
、
溶
出
量
に
あ
っ
て
は
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行

規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
五
条
第
三

項
第
四
号
、
含
有
量
に
あ
っ
て
は
同
条
第
四
項
第
二
号
に
規

定
す
る
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
場
合
に

お
け
る
測
定
値
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

三

「
検
出
さ
れ
な
い
こ
と
」
と
は
、
二
に
掲
げ
る
方
法
に
よ

り
測
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
結
果
が
当
該
方
法
の
定

量
限
界
を
下
回
る
こ
と
を
い
う
。

四

有
機
燐
化
合
物
と
は
、
パ
ラ
チ
オ
ン
、
メ
チ
ル
パ
ラ
チ
オ

り
ん

ン
、
メ
チ
ル
ジ
メ
ト
ン
及
び
Ｅ
Ｐ
Ｎ
を
い
う
。

別
表
第
十
三
か
ら
別
表
第
二
十
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

別
表
第
十
三
か
ら
別
表
第
二
十
ま
で

（
略
）

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
別
記
第
三
十
九
号
様
式
ま
で

（
現
行
の
と

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
別
記
第
三
十
九
号
様
式
ま
で

（
略
）

お
り
）


